
                         

 

 
 

◉火薬類手帳制度講習会開催ご案内 

◉令和７年の火薬類（煙火）事故発生について 

◉受講申込書（令和７年版） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

火薬類手帳制度講習会のご案内（第２ラウンド） 
        

 本年度の第２ラウンド（１０月～１２月）の火薬類手帳制度の各講習会を、次のとおり開 

催しますので、該当者は最寄りの会場で本年度分の受講を済ませてください。 

開催予定の講習会も申込数が少ない場合は取りやめになることもあります。 

詳細は、希望地の火薬類保安協会・協議会にお問い合わせください。 

【申込方法】 
  申込書に必要事項を記入し、それに手数料の振込票を貼付して、受講券となる郵便はが 

き１枚（宛名を書いたもの）を添えて、受験希望地の火薬類保安協会・協議会へ送付してく 

ださい。また、新たに手帳を必要とする方は、同時に手帳交付申請書を提出してください。 

 

令和７年度第２ラウンド 地域別・講習別開催表 
 

 

地区 Ⓢ再教育 Ⓗ保安教育（黒） Ⓙ保安教育 

産業火薬（産火）及び産業火薬・煙火（総合） 

石狩 
１０月 ６日（月） １０月１６日（木）（総合） １０月１０日（金） 

 １０月２４日（金）（産火） １２月１２日（金） 

 １２月 ５日（金）（産火）  

道南  １１月 ６日（木）（産火） １１月 ７日（金） 

上川  １０月 １日（水）（産火） １０月 １日（水） 

留萌  １０月２４日（金）（産火） １０月２４日（金） 

 

【手数料振込先】 

郵便振替口座 ０２７８０―７―１１５０９  ゆうちょ銀行 二七九店 

当座００１１５０９   口座名 （一社）北海道火薬類保安協会 
 

受講申込書の用紙は、最後のページに掲載しています。コピーをして使用してください。こ

の講習は、CPDS認定講習です。受講証明書が必要な方は申込書の要に〇をつけてください。 

 

 

令和７年９月 ４日 
〒060-0005   

札幌市中央区北５条西６丁目 第２道通ビル 7F 

一般社団法人北海道火薬類保安協会 
TEL (011) 200-8330 

FAX (011) 200-8331 

郵便振込口座番号 02780-7-11509 

 



 

令和７年 火薬類保安手帳講習会のご案内 
 

協会 種別 日程日 開催時間 開催場所 申込締切 

 

 

 

 

 

石狩 

Ⓢ １０月 ６日（月） 9:00～16:00  

札幌市中央区北 2 条西 7 丁目 

かでる２・７ 

９月１９日（金） 

Ⓙ １０月１０日（金） 13:00～16:00 ９月２６日（金） 

Ⓗ総 １０月１６日（木） 9:30～15:30 １０月 ２日（木） 

Ⓗ １０月２４日（金） 10:00～15:00 １０月 ９日（木） 

Ⓗ １２月 ５日（金） 13:00～17:00 
札幌市北区北 6 条西 7 丁目 

北海道自治労会館 ４F ﾎｰﾙ 
１１月２１日（金） 

Ⓙ １２月１２日（金） 13:00～16:00 
札幌市中央区北 2 条西 7 丁目 

かでる２・７ 

 

道南 
Ⓗ １１月 ６日（木） 13:00～17:00 函館市美原４丁目６番１６号 

渡島総合振興局 

       ３階講堂 

１０月２０日（月） 

Ⓙ １１月 ７日（金） 10:00～13:00 

上川 ⒽⒿ １０月 １日（水） 13:00～17:00 旭川市６条通４丁目 

旭川勤労者福祉会館 
 ９月１７日（木） 

 

留萌 
Ⓗ １０月２４日（金） 10:30～15:30 

 

留萌市見晴町２丁目 

留萌市中央公民館 １０月１０日（金） 

Ⓙ １０月２４日（金） 10:00～14:00 

 

今年の受講対象者 
Ⓢ再教育講習（黒手帳） 
 ・甲乙火薬類保安責任者の有資格者で新たに保安手帳（黒手帳）を必要とする方 

 ・所持していた保安手帳が失効し、新たに保安手帳を必要としている方 

【受講料】     １０，７００円（会員） １５，７００円（非会員） 

【手帳交付手数料】  ６，６００円（会員）  ９，６００円（非会員） 

        合計１７，３００円   合計２５，３００円 

 

Ⓗ保安教育講習（黒手帳） 
 ・現在有効に保安手帳（黒手帳）を所持しており、受講期限がＲ７．１２月３１日の方 

     【受講料】     １０，４００円（会員） １５，４００円（非会員） 

 

Ⓙ従事者教育講習 
 ・新たに従事者手帳を必要とする方。発破技士免許の保有者は青手帳、無資格者は黄色 

 ・所持していた従事者手帳が失効し、新たに従事者手帳を必要とする方 

 ・現在有効な従事者手帳を保持しており、受講期限がＲ７．１２．３１日の方 

     【受講者】      ７，２３０円（会員） １０，２３０円（非会員） 

     【新規】      １３，８３０円（会員） １９，８３０円（非会員） 

       ＊【新規】は手帳交付手数料を含む。 

 



申込書送付先 
 

石狩火薬類保安協会 〒０６０－０００５  

札幌市中央区北５条西６丁目第二道通ビル ７F 

（一社）北海道火薬類保安協会内 
Ⓣ０１１－２００－８３３０ Ⓕ０１１－２００－８３３１ 

道南火薬類保安協議会 〒０４１－０８０１  

函館市桔梗町４０３番地６０ 

         （一社）日本砕石協会 函館支部内 
Ⓣ０１３８－４６－５７３３ Ⓕ０１３８－３４－７５３６ 

上川火薬類保安協会 〒０７０－０８２３  

旭川市緑町１５丁目  （株）火薬開発工業内  
Ⓣ０１６６－５５－８８５０ Ⓕ０１６６－５３－０３６７ 

留萌火薬類保安協会 〒０７７－０００７  

留萌市栄町２丁目７－３１ ハラダ工業（株）内 
Ⓣ０１６４－４２－２５２５ Ⓕ０１６４－４２－０５５０ 

 

 

令和７年の全国火薬類（煙火）事故発生について 

 

前号で１月から６月の火薬類の全国における事故発生状況を紹介しました。特に煙火の 

事故が例年と比較し減少傾向にあると説明しましたが、その後７月は煙火事故（がん具煙

火の事故を除く）が１３件発生しました。（北海道内は依然として事故発生は無し。） 

 

そして会員には報道等でご存じな方も多いと思いますが、８月３日（兵庫県淡路市）、８

月４日（横浜市）に開催された花火大会で大きな事故がありました。いずれの花火大会も

海に台船を浮かべて、そこからさまざまな花火を重層的に打ち上げるもので、多くの観客

が集う、それぞれの街の象徴的イベントでした。 

 

台船上または低空で開発してしまう低空開発の事故ですが、陸上で打ち上げた煙火の低

空開発の事故については、今年既に２か所で起こっており、いずれも上昇途中での開発で

したが、淡路市の場合は打ち上げる筒の中で暴発したのが原因で、その後、花火大会は開

始から１０分ほどで中止となりました。 

それに対し、横浜市の場合は、コンピュータによる遠隔操作が全く作動せず、煙火が台

船の上で暴発し火災が発生したことにより、ほかの煙火にも着火したものです。幸い台船

に乗っていた従業者は全員が海に飛び込み無事でした。想定される火災を考慮し、消火活

動よりも従業者の安全を最優先した判断であり、的確な判断であると評価されます。 

 

煙火の打ち上げ後の「低空開発」や上空で開発しない「地上開発」は、事故が発見され

た時点で、打ち上げを中止することになりますが、横浜市の事例は大規模な火災となり、

収拾がつかなくなった事例です。この事件の様子はユーチューブにもアップされています

ので、参考にご覧ください。 

 

横浜市の事故については、第三者委員会が立ち上げられ、原因の究明にあたるとのこと

ですが、行政側も今まで台船に対する指導が充分であったかとの反省もあり、以後の海上

での打ち上げ花火大会では、各都道府県ともチェックを厳しくすると思われます。 

 


